
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年（2019 年）７月 

    令和元年（2019 年）８月（改定） 

甲  賀  市 
  

2019 年（令和元年）5 月に、子ども・子育て支援法の⼀部を改正する法律が成立し、 

本年 10 月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。 

 

対象の子どもは・・・ 

3 歳から 5 歳の全ての児童（4 月 1 日時点の年齢） 

0 歳から 2 歳の住民税非課税世帯の児童（4 月 1 日時点の年齢） 

 

児教育・ 

保育の無償化 幼 
 令和元年 10月から 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち 

【対象者・保育料】 

○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳までの全て

の子どもたちの保育料が無償化されます。 

● 幼稚園については、月額 25,700 円まで無償。 

● 無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。 

  （注）幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満３歳から無償化されます。 

● 通園送迎費、給食費（主食・副食）、行事費などは、これまでどおり保護者の負担に

なります。ただし、年収 360 万円未満相当世帯と、全ての世帯の第３子以降（兄姉

が保育園は同時在園、幼稚園は小学校 3 年生まで）の子どもたちについては、副食

（おかず・おやつ等）の費用が免除されます。 

● 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化の対象となる

ための認定や市町村によって償還払いの手続きが必要な場合があります。（市内の幼

稚園は全ての園が無償化の対象です。） 

 

○ ０歳から２歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対

象として保育料が無償化されます。 
 

● 子どもが２人以上の世帯に対して負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の

子どもを第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、第３子以降は無

償となります。（現行制度を継続） 

   （注）年収 360 万円未満相当世帯については、第１子の年齢は問いません。 

 

【対象となる施設・事業】 

○  幼稚園、保育所、認定こども園のほか、地域型保育、企業主

導型保育事業（標準的な利用料）も同様に無償化の対象となります。 

（注）地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。 

 

※公立園の給食費（主食・副食）については、現在の保育料の

銀行等の口座から、毎月月末に引き落としいたします。 

※私立園の給食費については、各園でのお支払いになります。 

※保育園での延長保育料は、無償化の対象外です。 
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➢手続きの方法は５ページをご覧ください。 

【対象者・保育料】 

 ○ 無償化の対象となるためには、市役所から「保育の必要性の認定」を受

ける必要があります。 

   （注）原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件につい

ては、就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）があります。 

 

 ○ 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額 11,300円までの範

囲で預かり保育の保育料が無償化されます。 

  

 

 

 

➢手続きの方法は６ページをご覧ください。 

【対象者・保育料】 

 ○ 無償化の対象となるためには、市役所から「保育の必要性の認定」を受

ける必要があります。 
（注１）保育所、認定こども園等を利用されていない方が対象となります。 

（注２）「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）

があります。 

 

 ○ ３歳から５歳までの子どもたちは月額 37,000円まで、０歳から２歳までの

住民税非課税世帯の子どもたちは月額 42,000円までの保育料が無償化さ

れます。 

【対象となる施設・事業】 

 ○ 認可外保育施設のほか、一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サ

ポート・センター事業が対象となります。 

  （注１）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッタ

ー、認可外の事業所内保育等を指し、認可を受けていない保育施設の総称です。 

 （注２）無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが

必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも５年間は猶予期間として、無償化の対象となり

ます。 

 

 
 

○ 就学前の障がい児の発達支援サービスを利用する子どもたちについては、３歳から５

歳までの保育料が無償化されます。  

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち 

認可外保育施設等を利用する子どもたち 

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち 
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注１「保育の必要性」については、市町村が無償化の対象者として認定する際に、保護者の就労・就学や親族介護、保護者 

本人の疾病等の⼀定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定します。 

注２ 保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。 

「認可外保育施設（企業主導型保育事業を除く）」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす

必要があります。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象となります。 

注３「その他届出保育施設等」とは、企業主導型保育事業・幼児教育施設のいずれにも属さない認可外保育施設（事業所内

保育を含む）のほか、⼀時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等をいいます。 

注４ 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。（限度額 1日 450円×利用日数） 

注５ 金額（11,300 円又は 37,000 円）は 3歳から 5歳の児童の場合の無償化上限額。0 歳から 2歳までの住民税非課税世帯

の児童の場合は、各金額に 5,000 円を加えた額までが無償化の対象となります。 

注６ 幼稚園、保育所、認定こども園等（認可外保育施設以外）を利用する場合、児童が２人以上の世帯の負担軽減の    

観点から最年長の児童を第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、第３子以降は無償となりま

す。（兄姉が保育園は同時在園、幼稚園は小学校３年生まで。現行制度を継続。） ※年収 360万円未満相当世帯に

ついては、第１子の年齢は問いません。 

注７「その他」とは、施設の管理費や通園バスの利用料、行事等に係る費用等です。 

注８ 幼稚園の預かり保育が無償化の対象となる場合は、保育の必要性がある場合に限ります。 

注９ 認可保育施設の利用者（3歳から 5歳）については、これまで、主食費は実費負担、副食費（おかず代等）は保 

育料の⼀部として負担いただいていましたが、無償化の実施により、保育料については無償化されますが、副食 

費については実費負担となります。（0歳から 2歳の住民税非課税世帯については、これまでと同様に、保育料の 

⼀部として副食費が含まれていますので負担はありません。） 

なし（例：専業主夫・婦世帯等） あり（例：共働き世帯等）

幼稚園
幼稚園（教育時間）

認定こども園（教育）

無償

（預かり保育は対象外）

無償

（預かり保育注４は、⽉額11,300円注５まで無償）

認可

保育施設

認可保育所（公⽴・私⽴）

認定こども園（保育）

⼩規模保育事業

家庭的保育事業

― 無償

企業主導型保育事業 ― 無償（標準的な利用料）

その他届出保育施設等注３ （無償化の対象外）
⽉額37,000円注５を上限に無償

（他の認可外保育施設等との併⽤は可能）

主として利用する施設
保育の必要性注１

認可外

保育施設

注２

保育料注６ ⼊園料 延⻑（預かり）保育 給⾷費 その他注７

幼稚園
幼稚園（教育時間）

認定こども園（教育）
〇 × △注８ × ×

認可

保育施設

認可保育所（公⽴・私⽴）

認定こども園（保育）

⼩規模保育事業

家庭的保育事業

〇 ― ×  ×注９ ×

企業主導型保育事業 〇 ― × × ×

その他届出保育施設等 〇 × 〇 × ×

主として利用する施設

認可外

保育施設

対象となる施設や世帯について・・・ 

無償化になる費用とは・・・ 



4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「主食費（ごはん等）」と「副食費（おかず等）」について「園が定めた額」の実

費徴収があります。 

年収 360 万円未満相当世帯と、全ての世帯の第３子以降（兄姉が保育園

は同時在園、幼稚園は小学校 3 年生まで）の児童については、副食（おかず・

おやつ等）にかかる費用が免除されます。（認可外保育施設についてはこの適

用はありません。） 

なお、「主食費」については減免制度がありません。 

 

これまで保育認定の保育料に含まれていた「副食費」について、無償化制度の実施により、無償

化以降は「実費徴収するもの」となりました。 

 

給食費について（３～５歳児のみ） 

主食費 保護者の皆様 
保育所 

≪これまで≫ 市役所を経由 

保育料 

主食費 

副食費 

保護者の皆様 

≪無償化後（2019年 10月以降）～≫ 

副食費 

主食費 

給食費（主食費・副食費）
をまとめて保育所にお支払
いいただきます。 

無償化 

※給食費の金額は、施設ごとに

異なります。 

市役所への保育料の支払
いは不要になります。 

保育所 
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幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等で無償化の給付を受けるためには、利用する月の前月までに、利用

施設を経由して、市役所で「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請に基づき、市は利用施設や

保育の必要性の有無等（就労等認可保育所の利用と同等の要件）を確認し、申請者に無償化の対象となること

の認定を行います。 

幼稚園の預かり保育を利用の場合  

幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合の手続きについて 

⑥施設等利用費の請求 
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書、特定子ども・子育て支援提供証明書 

⑦施設等利用費の支払い(償還払い) 

    または、⑧園で利用費を調整（現物支給） 

※償還払いまたは現物支給は園により異なります。 

④利用料の 

支払い 

⑤領収証等 

の発行 

③認定通知書の交付 

＜利用の前月までに＞ 

① 施設等利用給付 

申請書の提出 

就労証明等の添付

(様式 7㌻)  
 
 

②施設等利用給付 

申請書の提出 

就労証明等の添付

(様式 7㌻)  
 
 

⑧現物支給の場合は、幼

稚園と市とで無償化分

の精算を行います。 

現物支給(法定代理受領） 

の場合・・・⑧ 
 

現物支給とは、無償化対象の利用料を保護者

に代わって園が市へ請求することです。 

現物支給制度の園の場合は上記⑥、⑦の手続

きは不要です。 

また、④の利用料の支払いは園で調整してい

ただきます。（限度額１日 450円） 

 

償還払いの場合・・・⑥、⑦ 
 

償還払いとは、一旦お支払いされた利用料を

後日市へ請求し、払い戻しを受けることです。 

支払いの回数は毎月でも、まとめて数ヶ月で

もどちらでもできます。 

ただし、３月分は翌月の４月中に請求がない

とお支払いできません。 
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認可外保育施設等を利用の場合  

 

 

 

⑥施設等利用費の請求 
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書、特定子ども・子育て支援提供証明書 

⑦施設等利用費の支払い(償還払い) 

（月額上限 37,000円まで） 
※０歳から２歳までの住民税非課税世帯は月額上限 42,000円まで。 

 

④利用料の 

支払い 

①利用契約 

⑤領収証等 

の発行 

＜利用の前月までに＞ 

②施設等利用給付申請書の提出 

就労証明等の添付(様式 7㌻) 
 

③認定通知書の交付 

※ 無償化の対象は《保育料》です。通園送迎費、食材料費（給食・おやつ 
など）、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ご注意く
ださい。 

 

※ 特定子ども・子育て支援施

設等確認申請を行っている

施設が対象となります。 

 問い合わせ先：甲賀市こども政策部 保育幼稚園課  

   TEL:０７４８－６９－２１８０  MAIL:koka10295000@city.koka.lg.jp 

認可外保育所・一時預かり保育事業 

ファミリー・サポート・センター事業 など 
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幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合は、就労証明が必要です。 


